
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  特定障害者に対する贈与税の非課税             

Ｑ：特定障害者に対する一定の贈与は非課

税とのことですが、どのような内容なのです

か？                                           

                                             

Ａ：特定障害者を受益者とする特定障害者

扶養信託契約の信託受益権の価額のうち６千

万円又は３千万円までの金額は、贈与税が非

課税になります。 

【解説】 

特定障害者を受益者とする特定障害者扶養

信託契約で、一定の要件を備えたものに基づ

き、金銭、有価証券、金銭債権その他の財産

が信託されたときは、その信託受益権の価額

のうち６千万円(特定障害者のうち特別障害

者以外の者については３千万円)までの金額

については贈与税がかからないこととなって

います。 

この場合の「特別障害者」とは、障害者の

うち、精神又は身体に重度の障害がある者で

一定のものをいい、障害者手帳の等級が１級

又は２級の身体障害者や１級の精神障害者、

重度の知的障害者をいい、「特定障害者のう

ち特別障害者以外の者」とは、児童相談所、

知的障害者更生相談所、精神保健福祉センタ

ー又は精神保健指定医の判定により中軽度の

知的障害者とされた者及び精神障害者保健福

祉手帳に障害等級が２級又は３級である者と

して記載されている精神障害者等をいいます。 
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